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保存樹木・樹林制度のご案内

　町には、大きな樹木、屋敷林や平地林などを所有する方
へ奨励金を交付する制度があります。かけがえのない財産
である緑を次世代に引き継ぐため、皆さまのご理解とご協
力をお願いします。

※町と5年間の保存協定を結び、所有者には通常の管理をし
ていただき、年度末に奨励金を交付します（年度途中の指
定および解除は、月割りの計算で算出します）。

＜基準と奨励金額＞

【対象となる要件】
▶建築物のある敷地内で、公道または幅4ｍ以上の私道に
面した場所に設置する生垣であること（フェンスなど
の内側に設置するものは除きます）

▶生垣は長さ3ｍ以上、高さ1ｍ以上であること
▶設置した生垣は5年以上保存すること
▶営利を目的として設置するものでないこと

【補助金額】
生垣設置事業補助金
▶新たに生垣を設置する場合1ｍ当たり5,000円以内（限
　度額10万円）
撤去費補助金
▶生垣を設置するために、現在あるブロック塀などを撤
去する場合1ｍ当たり2,000円以内（限度額4万円）

※必ず設置前に申請してください。また、設置前と設
置後の写真が必要です。

生垣にしませんか

　緑豊かなうるおいのあるまちづくりを推進するため、
生垣の設置に要する経費の一部を補助します。

問合せ　建設課　　557―7659

種別 保存指定の要件 奨励金額 上限額
高さ15ｍ以上または地
上1.5ｍの幹周りが1.5ｍ
以上の樹木

保存樹木 6,000円 1万8,000円
（3本まで）

1万8,000円
（保存樹木含む）1万8,000円保存屋敷林

保存樹林

住居などのある敷地内で、
地上1.5ｍの幹周りが1.2ｍ以
上の樹木が3本以上ある樹林

500㎡以上の山林（畑
地、工業、準工業、工
業専用地域は除きま
す）

市街化区域内：都市
計画税・固定資産税
相当額の80％以内
市街化調整区域内：
1㎡当たり10円
（※千円未満は切捨て）
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八　

高　

線

岩
蔵
街
道

青梅街道

新
青
梅
街
道

コンビニエンス
ストアー

大型
商業施設

パチンコ店

農畜産物直売所農畜産物直売所
ふれっしゅはうすふれっしゅはうす
農畜産物直売所農畜産物直売所
ふれっしゅはうすふれっしゅはうす
農畜産物直売所
ふれっしゅはうす

立川バス
瑞穂営業所

国
道

号
６１
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